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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 
令和６年度足立区地域保健福祉推進協議会 

第１回介護保険・障がい福祉専門部会 

（足立区地域密着型サービスの運営に関する委員会） 

事 務 局 
日吉介護保険課長  半貫高齢者施策推進室長 

瀬崎医療介護連携課長  長門障がい福祉課長 

山本障がい福祉センター所長  會田絆づくり担当課長 

早川障がい援護課長  久米社会福祉協議会事務局長 

菊島介護保険課介護保険係長 

開催年月日 令和６年７月１２日（金） 

開 催 時 間 午前１０時００分開会～午後０時００分閉会 

開 催 場 所 足立区役所８階 特別会議室 

出 席 者 

石渡和実部会長   酒井雅男副部会長  山中 崇副部会長 

白石正輝委員    吉田こうじ委員   横山ゆう委員 

しぶや竜一委員   山下俊樹委員    倉田 聡委員 

鵜沢 隆委員    福岡靖介委員    橋本飛鳥委員 

細井和男委員    小鮒裕美委員    加藤仁志委員 

戸部明男委員    蔵津あけみ委員   依田 保委員 

千ヶ崎嘉彦委員   馬場優子委員 

欠 席 者 中村輝夫委員    山根佳代子委員   佐藤奈緒委員 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

【資料１】地域密着型サービス事業者等の新規及び更新指定について 

【資料２】地域包括支援センター千住本町の契約解除及び受託者変更につい 

     て 

【資料３】令和５年度足立区介護保険事業実施状況（速報値）について 

【資料４】令和６年度地域密着型サービスの整備・運営事業者の公募について 

【資料５】令和５年度高齢者施設・障がい者（児）施設等に対する新型コロナ 

     ウイルス感染症及び物価高騰対策の支援実績について 

【資料６】令和５年度障がい福祉センター相談事業の実績について 

【資料７】孤立ゼロプロジェクト推進活動の令和６年度の新たな取り組み及び 

     これまでの実施状況について 

そ の 他 
 

 

様式第１号（第３条関係） 
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（事務局） 

 定刻過ぎましたので、ただいまから令和６

年度第１回足立区地域保健福祉推進協議、会

介護保険・障がい福祉専門部会を始めさせて

いただきます。 

 本日はお忙しい中御出席いただきまして

ありがとうございます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきま

す介護保険課介護保険係の菊島と申します。

よろしくお願いします。 

 委員の皆様の席に介護保険・障がい福祉専

門部会の委員名簿を配付させていただいて

おります。 

 議事に入ります前に、今回から新しく足立

区地域保健福祉推進協議会の委員を委嘱さ

れた方へ委嘱状を席上のほうに配付させて

いただきましたので、御確認ください。 

 なお、新規の方につきましては、足立区地

域保健福祉推進協議会条例第４条により前

任者の残任期間が規定されておりますので、

令和６年７月23日までとなっております。以

降は新規の委嘱状が推進協議会のほうから

皆さんまとめて配布されることになってお

ります。 

 新しい委員の方につきましては、名簿順に

お名前を御紹介させていただきますので、恐

縮ではございますが、その場で御起立をお願

いいたしたいと思います。 

 まず初めに、足立区議会議員、吉田こうじ

様でございます。 

（吉田委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 よろしくお願いいたします。 

 次に、東京都足立区歯科医師会、倉田 聡

様でございます。 

（倉田委員） 

 よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 お願いいたします。 

 続きまして、足立区精神障がい者家族会連

合会、小鮒裕美様でございます。 

（小鮒委員） 

 よろしくお願いします。 

（事務局） 

 続きまして、足立区障害者団体連合会、戸

部明男様でございます。 

（戸部委員） 

 よろしくお願いします。 

（事務局） 

 以上の方々が、新たに委員になられた方々

でございます。皆様、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の資

料の確認をさせていただきます。 

 席上配付資料といたしまして、本日の会議

次第、介護保険・障がい福祉専門部会委員名

簿、席次表、資料１の追加資料として、横版

の地域密着型サービスの運営に関する委員

会資料でございます。また、冊子等で、資料

３の添付資料として「みんなで支え合おう介

護保険」、ピンクの冊子ですね。資料７の添

付としまして、孤立ゼロプロジェクトのオレ

ンジのパンフレットになります。 

 もう一つ、議題としては挙がっておりませ

んが、「足立区障がい者計画・わかりやすい

版」というものが刷り上がっておりますの

で、席上配付とさせていただいております。 

 次に、事前にお送りいたしました資料の確

認をさせていただきます。 

 本日お持ちでない場合には、事務局のほう

に御用意させてもらっておりますので、お申

しつけいただければと存じます。 

 資料１が、「地域密着型サービス事業者等

の新規及び更新指定について」です。資料２

が、「地域包括支援センター千住本町の契約

様式第２号（第３条関係） 
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解除及び受託者変更について」、資料３が「令

和５年度足立区介護保険事業実施状況（速報

値）について」、資料４が、「令和６年度地

域密着型サービスの整備・運営事業者の公募

について」、資料５が、「令和５年度高齢者

施設・障がい者（児）施設等に対する新型コ

ロナウイルス感染症及び物価高騰対策の支

援実績について」、資料６が、「令和５年度

障がい福祉センター相談事業の実績につい

て」、資料７が、「孤立ゼロプロジェクト推

進活動の令和６年度の新たな取り組み及び

これまでの実施状況について」となります。 

 資料については以上でございますが、よろ

しいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまから専門部会を始めさ

せていただきます。 

 なお、専門部会設置細則第４条第２項によ

り、この専門部会は過半数の委員の出席によ

り成立いたします。今回、過半数の出席がご

ざいますので、会議は成立しております。 

 また、この専門部会の会議録は区民に公開

することとなっております。記録の関係上、

御質問、御意見の前にお名前をお願いいたし

ます。また、お手元にマイクのボタン、真ん

中にボタンがございますので、押していただ

いて、そちらから発言をお願いいたします。

ボタンを押すと緑のランプがつくことにな

っております。緑のランプをつけてから御発

言いただけると助かります。 

 それでは、次第を御覧ください。よろしい

でしょうか。 

 本日の資料１の案件、地域密着型サービス

を行う事業者の新規指定及び更新指定につ

いてにつきましては、足立区地域密着型サー

ビスの運営に関する委員会設置要綱に基づ

き、足立区地域密着型サービスの運営に関す

る委員会として報告させていただきます。 

 なお、同要綱第３条で、委員会の委員は専

門部会の委員をもって充てるということに

しているため、まず初めに地域密着型サービ

スの運営に関する委員会としてこの案件を

御報告させていただき、その後、介護保険・

障がい福祉専門部会として、その他の案件に

ついて御報告させていただきます。 

 また、本日席上に配付しております地域密

着型サービスの運営に関する委員会資料、横

版のものですね。こちらには個人情報や事業

所の経営状況等が記載されておりますので、

地域密着型サービスの運営に関する委員会

設置要綱第８条の規定により、この案件のみ

非公開とさせていただきます。 

 また、こちらの委員会資料につきまして

は、この案件終了後、回収させていただきま

す。 

 それでは、これより議事進行を石渡部会長

にお願いしたいと存じます。 

 それでは、先生、よろしくお願いいたしま

す。 

（石渡部会長） 

 皆さん、おはようございます。部会長をや

らせていただいています石渡です。 

 朝早くからありがとうございます。今日も

よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから令和６年度第１回

の足立区地域保健福祉推進協議会、介護保

険・障がい福祉専門部会の議事を始めさせて

いただきます。 

 

【「地域密着型サービスの運営に関する委員

会」は非公開】 

※資料１の報告については、個人情報や事業

所の経営状況が含まれているため、地域密着

型サービスの運営に関する委員会設置要綱

第１条の規定により、非公開となっていま

す。 
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 それでは、続きまして、専門部会の報告事

項に入らせていただきます。 

 まず、報告事項の１から４までを御説明を

いただいて、皆さんからの御質問、御意見を

いただきたいと思います。次に、報告事項の

５から６について説明をいただいて、御質問

等をいただきたいと思います。 

 それでは、まず報告事項の１について、高

齢者支援推進室からの御説明をお願いいた

します。続いて、２から４については介護保

険課からお願いをいたします。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。よろしく

お願いいたします。 

 私、高齢者地域包括ケア推進課長も行って

おりますので、資料２につきまして私のほう

から御説明をさせていただきます。 

 資料２、地域包括支援センター千住本町の

契約解除及び受託者変更についてです。 

 今、地域包括支援センター千住本町につき

ましては、１番に記載の医療法人社団寿英会

が受け持っていただいております。この寿英

会ですけれども、北千住の駅近くにあります

内田病院を経営していらっしゃいます。４月

９日に寿映会の担当者の方が区のほうにお

見えになりまして、今月、７月31日付で内田

病院を閉院すると。それに伴い、法人自体を

解散する。また、解散することでこの包括の

業務できなくなりますので、契約を解除した

いとのお申出がありました。内田病院につき

ましては、耐震化等の課題があったというこ

とで、今回閉院とするということに決定され

たそうです。 

 次の事業者を選ぶに当たり、本来であれば

プロポーザル方式等で法人を選定すること

になるんですが、緊急を要するということ

で、業務委託評価の上位５か所の法人へ打診

をいたしまして、１法人が申出いただきまし

て、ヒアリング等を行い、その事業者に決定

いたしました。 

 今後の事業者につきましては、項番４に記

載があります社会福祉法人東京蒼生会、こち

らに８月から担っていただきます。 

 契約期間に関しては、６年の８月１日から

８年の３月31日までとなります。 

 千住本町の包括の場所ですが、現在と同じ

千住三丁目の場所に設置をいたします。 

 裏面を御覧ください。 

 人材の確保ということで、地域住民の方へ

の影響を考慮しまして、今現在千住本町にお

勤めいただいている方の数名が法人を変え

て、東京蒼生会のほうで引き続き業務を行う

予定となっております。 

 説明は以上になります。 

（日吉介護保険課長） 

 続きまして、介護保険課長、日吉でござい

ます。 

 報告事項の（２）、資料については資料３、

そちらのほうの説明をさせていただきます。 

 件名は、令和５年度足立区介護保険事業実

施状況（速報値）についてでございます。 

 こちら、１の（１）のほうを見ていただけ

ればと思うんですけれども、令和５年度の介

護保険の事業の実施状況について、まず第１

号被保険者数の推移ですけれども、こちら令

和５年度末は16万8,624名ということで、前

年よりわずかですけれども、減っている状況

でございます。 

 ただ、一方、この表の一番下のところ、要

支援、要介護の合計のところですけれども、

こちらは令和５年度末では３万7,804名とい

うことで、こちらは増えている状況でござい

ます。 

 次のページのほうにいっていただきまし

て、保険給付の状況でございますが、介護サ

ービスの受給者数については３万2,176人と
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いうことで、前年度比で比べますと3.8％の

増となっており、保険給付費については598

億1,190万円余となっておりまして、こちら

も前年度比4.5％の増でございます。 

 その下、グラフについては、令和２年度か

らの各数値の推移のほうを載せさせていた

だいております。項目としましては、今回こ

の報告は速報値でございますが、この実績を

まとめた「あだちの介護保険」、こちらで９

月頃に発行しますので、そちらでは確定した

数値とさせていただきたいと思います。 

 その後については、資料としてちょっと細

かい数字になっているんですけれども、各数

字の細かいものを載せさせていただいてお

ります。 

 報告事項（２）については以上となります。 

 続きまして、報告事項（３）、資料のほう

は資料４でございます。 

 令和６年度地域密着型サービスの整備・運

営事業者の公募についてでございます。 

 こちら、令和６年度の地域密着型サービス

の整備と運営について、今年度の公募概要の

御報告でございます。 

 １番、公募の概要につきましては、こちら

の表に記載のとおり、まず１番目として、公

有地で認知症高齢者のグループホームと、小

規模多機能型居宅介護または看護小規模多

機能型居宅介護の併設の事業所を募集する

予定でございます。 

 ２番目として民有地、こちらは看護小規模

多機能型居宅介護の事業所を募集する予定

でございます。 

 昨年度までにつきましては、基本的に民有

地での募集を行っていたんですけれども、こ

こ２年間ほど実際に手を挙げていただける

事業者がいなかったというところ、結果的に

いなかったということで、今年度は公有地の

ほうを活用するというような形で募集のほ

うを行うようにいたしました。 

 こちら、その公有地の活用についての公募

の詳細ですけれども、そちら、この下のほう

の２番のほうに書かせていただいておりま

す。 

 まず、その公有地の土地を持っている用地

主はＪＫＫです。東京都住宅供給公社となっ

ておりまして、所在地は西新井本町のこちら

の地番となっております。 

 ８ページのところに地図があるんですけ

れども、西新井にあります興野町住宅の土地

の一部となってございます。 

 また前のページに戻っていただきまして、

こちら公有地を活用するメリットとしまし

ては、やはり東京都の福祉インフラ整備事業

というものを活用できるということで、土地

の貸付料、こちらのほうが減額していただけ

るというような形でかなりメリットとして

は大きいのかなと思います。 

 今後のその選定方法につきましては、区の

ほうで選定事業者を公募により１社選定し

た後、その事業者についてＪＫＫで最終決定

としまして、その法人とＪＫＫが50年間の定

期借地権契約を行うというような形を今の

ところ考えております。 

 次ページ、３番、今後のスケジュールです

が、公募の期間につきましては令和６年７月

下旬、７月29日から８月30日までということ

で、現在ホームページに募集要項のほうは公

開のほうをさせていただいております。その

後、審査、第１次、第２次の審査を経て事業

者のほうを決定していきたいと思います。 

 施設の開設は、民有地の看護小規模多機能

型居宅介護については令和７年度、公有地の

認知症高齢者グループホーム等の施設につ

いては令和８年度の開設を予定しておりま

す。 

 報告事項３については以上となります。 
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 続いて、報告事項の（４）、こちら資料は

資料５となります。 

 令和５年度高齢者施設・障がい者（児）施

設等に対する新型コロナウイルス感染症及

び物価高騰対策の支援実績についてでござ

います。 

 こちら、令和５年度の高齢者や障がい者へ

の施設に対して区のほうで実際に行った新

型コロナウイルス感染症の対策及び物価高

騰の対策についての実績の報告でございま

す。 

 まず１番として、高齢者施設・障がい者

（児）施設等におけるＰＣＲ検査等の費用補

助でございます。こちらの事業については、

令和５年度末で実際には終了した事業でご

ざいます。 

 （１）に書いてある表に、令和４年度と令

和５年度の比較というような形で載せてお

りますが、こちらはやはり令和５年度の実際

の実績のほうが少ないというような状況で

出ております。利用率でいきますと、令和４

年度は13.58％であったものが令和５年度は

2.1％ということで、延べ人数も大幅に減っ

ている状況でございます。 

 次のページにいきまして、こちらの障がい

者の施設についても同様の傾向となってお

ります。 

 ２番目、在宅要介護者受入体制整備事業

で、こちらも令和５年度末で実際には終了し

た事業でございます。 

 こちら、（１）と（２）で高齢者と障がい

者の実績のほうを載せさせていただいてお

りますが、令和５年度については、高齢者が

１件、障がい者がゼロ件ということで、あま

りこちらの受入れ体制の整備事業について

は実績のほうはなかったというのが実態で

ございます。 

 次のページにいきまして、３番、介護施設

等職員派遣事業、こちらは令和５年の５月７

日に、こちらコロナウイルスが５類に移行し

た時点で終了させていただいておりますが、

令和４年、令和５年共に実績のほうはありま

せんでした。 

 次、４番目として、新型コロナウイルス感

染者に対応する従事者の危険手当の支給事

業でございます。こちらも５類に移行した時

点で事業のほうは終了させていただいてお

ります。 

 こちらの実績としましては、（１）と（２）

で高齢と障がいの事業者ごとに載せており

ますが、共にやはり実績令和４年度に比べて

大幅に減っているというような実態となっ

てございます。表のほうを御覧いただければ

と思います。 

 続いて、５番目ですが、令和５年度の今度

は物価高騰支援を目的とした区独自の特別

給付金の支給事業でございます。こちらは、

介護・障害等のサービスの事業者に対して、

コロナ禍等の理由で物価高騰の影響が大き

いというところで、光熱水費、ガソリン代な

どの経費に対して給付金という形で区のほ

うから支給のほうをさせていただいており

ます。 

 （１）が介護サービス事業者、（２）が障

がいのサービス事業者への実績、令和４年度

と、令和５年度は上半期と下半期で分けて２

回実施しておりますので、こちらの経過を載

せさせていただいておりますが、介護、障が

い共に、こちらについては非常に実際の利用

率というか、申請をいただいているというの

が高いというような実態がありまして、令和

５年度下半期でいいますと、介護サービスの

事業所としては83.1％、障害については

97.0％の利用率ということで、非常に多くの

事業所のほうに活用していただけたと考え

ております。 
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 今後の方針ですが、特にこの物価高騰につ

いては今も高止まりというような状況があ

りますので、現在の状況を見極めるというこ

とで、事業者等へのアンケート等を実施し、

今後その内容を踏まえて令和６年度につい

て考えていきたいと思っております。 

 私からの報告は以上です。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 病院の閉院で受託者が変わるなんていう

ことがあるんですね。 

 以上の説明について何か御質問、御意見お

ありの委員の方、お願いをいたします。御発

言の前にお名前をおっしゃっていただいて、

記録をさせていただきますのでお願いいた

します。 

 どうぞ、横田委員。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 まず、２点あるんですが、１つは、この包

括支援センターがやむを得ず閉鎖をすると

いうことで、次の事業者に引き継ぐというこ

とで、これも本当に急なことで大変なことだ

と思うんですが、私もこの委員になる前に包

括で働いていた者なんですが、区から委託さ

れた事業の内容というのは一律ですけれど

も、そこで働く地域の人数ですとか、地域の

方の状況ですとか、認知症の方がいらっしゃ

るとか、民生委員の方がいらっしゃるとか、

そういった人たちとの関わりという人間的

なつながりというのが非常に複雑というか、

いろいろと積み重ねていったものがあると

思うんですね。そういう方たちの引継ぎもや

っぱりしっかりしてほしい。 

 業務内容についても、やはり非常に同じこ

とをするにしてもやり方はセンターごとに

やはり変わって違っていると。独特のやり

方、その地域に合ったやり方をしていると思

うので、その辺のしっかりとした引継ぎをき

ちんとできるようなことをしていただきた

いということなんですね。 

 それで、ここに引き続き働いていただける

方が数名いらっしゃるということですが、や

はり引継ぎって本当に大変だと思います。で

すので、その辺をしっかりやっていただきた

いということが１つと。 

 それから、介護・障がい事業所への物価高

騰の特別給付金がありましたけれども、私は

いろんな方からお話聞きましたら、やはり本

当に大変だということ。例えば、特別養護老

人ホームであれば、光熱費だけじゃなく、そ

れこそ備品が、紙おむつ代ですとか様々なも

のが値上がりして、そして食材費が非常に値

上がりしている大変な事態だということで、

ぜひこれは引き続き独自の取組をやってい

ただきたいというふうに思います。 

 障がいのほうも同じく、非常にやはり食材

費が大変だということも聞いております。食

事の提供する業務委託料なんかも非常に挙

がっているということで大変であるという

ことを聞いておりますので、ぜひこれは引き

続き支援していただきたいと思っています。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 横田委員、ありがとうございます。 

 どうぞ。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 千住本町の包括につきましては、今千住本

町のセンター長が新しい法人に引き継がれ

たということで私ども情報もいただいてお

ります。しっかりと引継ぎのほうはしてまい

りたいと思います。 

（石渡部会長） 

 では、引継ぎに関してお願いいたします。 

 それから、今独自の支援というところにつ
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いても横田委員からございましたので。 

 はい。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 今、実際に各事業所にアンケートのほうを

お願いしております。アンケート７月の下旬

までには集まる予定ですので、その結果を見

て早急にどういった支援が必要かというと

ころを含めて考えていきたいと思っていま

す。 

（石渡部会長） 

 よろしいですか。 

 じゃ、よろしくお願いいたします。 

 どうぞ、細井委員。 

（細井委員） 

 高齢者在宅サービスセンターの細井です。 

 私のほうからも、今、横田委員からお話あ

ったように、物価高騰の対策の継続支援とい

うことで、ちょっと現状的なことをお話しさ

せていただきたいと思います。 

 先日、あるリサーチ会社が発表した数値で

はありますけれども、介護事業者の倒産が上

半期で81件、これは同じ昨年の同期の1.5倍

の件数なんですね。もう過去最悪になってい

る。特に多いのが全体の50％、訪問介護、次

に多いのが全体の30％で、通所介護事業がそ

ういった高い数値になっているというとこ

ろで、原因として挙げられるのは、今お話が

あったやっぱり物価高騰に伴うコストの上

昇なんですね。これは本当に高い上昇率にな

っているところです。 

 また、他産業においては賃上げをもう先行

して行っている中、やっぱり介護事業所に関

してはそこに追いついていっていない。本当

に慢性化している人手不足、より悪化してい

る現状があります。 

 そういった状況下の中で、今回は介護報酬

改定が行われたんですが、事業者の物価高騰

に対する介護報酬の増額部分というのは実

際的にそこまで至っていないのが現状なん

ですね。今後、そういった状況からすると、

ますますやっぱりそういった介護事業所、倒

産する事業所が増えてくるというのも予想

されます。現実的には、もう既に一部の地域

で必要な高齢者の訪問介護が利用できない

という状況も生まれてきている。こういった

状況を考えても、やはり先ほど来お話しいた

だいています区の施策の物価高騰に関する

これのところの継続的な支援を６年度以降

もお願いをしたいというところでございま

す。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 細井委員、また貴重な情報をありがとうご

ざいます。 

 本当に事業を支えるというのは、物価高、

人手不足あるかと思いますので、ぜひ区とし

てのそういうのは願いたいところですが、何

か補足ございますか。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 介護の分野で、例えば賃金が他産業よりも

低いというような形であるとか、先ほど話が

ありました倒産件数が増えているというよ

うなところ、報道ベースですけれども、こち

らもそういった情報は出ておりますのでや

はり、それと、今回のアンケートで自由意見

というような形で意見を記入する欄のほう

も設けさせていただきましたので、そういっ

たところで実際の現場の声というのはこち

らも非常に大事にしていきたいと思います

ので、ぜひそのお声を聞かせていただいて、

区のほうでどういった支援ができるかとい

うところを考えていきたいと思っておりま

す。 
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（石渡部会長） 

 石渡です。 

 ありがとうございました。 

 報酬改定に関してもいろいろ批判はあり

ますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

 橋本委員、どうぞ。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホーム、橋本です。 

 すいません。物価高騰の件で追記という

か、意見で、現場の施設の現状というところ

で、介護報酬が1.59％上がりましたけれど

も、介護報酬自体も人材というところにウエ

ートを置いているので、実際その物価という

ところは割合が少ないというのが現状にな

っております。やはり昨今、ロシア・ウクラ

イナ情勢も含めて、ロシアはエネルギー、ウ

クライナは穀物輸出ということで、物価が上

がっているというのが現状です。 

 前回の介護報酬時と比べてみると、ざっく

りとガソリン代が10％増、おむつ代が10％

増、電気代が70％増、ガス代が30％、ティッ

シュペーパー20％、食材10％、平均で３割、

20％から30％ぐらい物価が上がっていると

いう現状、前回の介護報酬時との差ですね。

もちろん値下げしている部門も多少はある

かと思いますけれども、やはり物価上昇率的

には体感的には10から20ぐらい、20％上がっ

ているということになると思います。 

 加えて、すいません、話長くて。コロナも

やはり直撃しまして、現実問題、５類になっ

たとはいってもインフルエンザとは全く対

応が違って、やはりコロナは感染力が強いと

いうところ、いまだにやっぱりマスク、ガウ

ン、消毒という対応をしています。特養も昨

今、うちの施設もそうですけれども、10名、

20名平気で感染する。亡くなる方もいらっし

ゃるということで、そこの物品も当然かかり

ますのでというところがあります。やはり、

介護報酬でペイできていないところは現実

問題あるのかなと思っております。 

 当然、企業努力等も必要かと思います。価

格転嫁できるものもやはりあるとは思うん

ですけれども、やはりなかなか厳しい部分は

ちょっとあるのかなというのが現場の声と

してお伝えしたいと思います。予算等もある

かと思いますけれども、何か支援がいただけ

れば介護事業所の負担が少し減ってくるの

かな。倒産等も減ってくるのかなとは思って

おります。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 橋本委員、いろいろありがとうございま

す。 

 ウクライナの侵攻は、やっぱり人権問題と

してどうということはもちろんですけれど

も、やっぱり穀物の放出とかがいろいろ影響

しているというのはよくお聞きするところ

ですし、企業努力だけではやり切れないとこ

ろがあるというあたりは本当にそのとおり

だと思いますが、今の橋本委員の御意見に関

しては何か事務局、補足とかございますか。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 物価高騰に伴うというような、それだけで

はなくて、やはり社会全体として福祉業界と

いうか、例えば高齢者施設、障がい者施設と

も介護報酬を原資にいろいろ運用していた

だいていると。営利ではない部分があるとい

うところは区のほうも把握しております。で

すから、やはりそういった中で適正な運営に

どのような形で区が関与できるのかという

ところも含めて、やはり、すいません。繰り

返しになりますけれども、どういったことが

できるか検討していきたいと思っておりま

す。 

（石渡部会長） 
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 ありがとうございます。 

 では、福岡委員、お願いいたします。 

（福岡委員） 

 しらさぎの福岡ですけれども、区としまし

ては、介護保険の事業所類型ごとに大まかな

収支状況というのは把握していらっしゃる

んでしょうか。おっしゃるとおりで、今経営

とても厳しい。物価高と、人件費が特に人が

集められないので、紹介使うとか、派遣使う

とか、人件費がどんどん上がってくる。そう

すると、経営が成り立たなくなってくる事業

所も出てきて、倒産がたくさんということに

なると思うんですけれども、先ほど横田委員

がおっしゃったように、一旦倒産してもどこ

かほかの事業所やるからいいじゃないかと

いう話もありますけれども、引継ぎにはやは

り大変な努力が、これからの利用される当事

者の方の負担というのは非常に大きいので、

ばたばた倒産してもいいじゃないかという

ことではないとは思います。 

 ですので、少なくともどんな事業所がどん

な収支状況になっていて、今にも次々ばたば

た倒れるというような状況が来そうであれ

ば、それは区としてやっぱり対応しないとい

けないんだろうというふうに思いますが、そ

のためには当然、各類別によってその収支状

況って違うと思いますけれども、収支状況に

関してはある程度のモニタリングが１個１

個100％収支状況を見るというのは無理かも

しれませんけれども、大まかにどの事業形態

なりが今どの程度の収支状況に平均的にな

っているか、危険水域に達しているかどうか

ということはやっぱり知っておく必要があ

ると思いますので、そのモニタリングをして

いらっしゃるかどうかということについて

お教えいただければと思います。 

（石渡部会長） 

 大事な御指摘いただきましたが、それぞれ

の収支状況の把握みたいなことは行政とし

てできているんでしょうか、お願いします。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 すいません。全てというか、業種の収支と

か経営状況というのは大変申し訳ありませ

ん。一部こちらのほうで把握している業種と

いうか、そういう法人もありますが、そうい

った網羅的なというか、形での把握等はして

いないのが実情です。 

（千ヶ崎福祉部長） 

 すいません、福祉部長です。よろしいでし

ょうか。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（千ヶ崎福祉部長） 

 実は、その議論出まして、やっぱり精緻に

分析すべきじゃないかという話ありました。

ただ、それを全事業所に細かく資料を作って

いただくとかなると、それはそれでまた負担

がかかるだろうということがあると思って、

そこまではちょっと今の段階ではやってい

ません。ただ、去年の報酬の額と今年の同時

期の報酬の額を比較して、どれぐらい伸びて

いるのか、業種ごとに。そういった分析は、

一部障がいの事業所のほうではやっていま

して、やはりそれで見るとばらつきがあるん

ですね。この間、物価高騰、物価上昇が何％

あった、報酬改定が一応国は何％上がったと

言っているけれども、その報酬の実績を見る

と、どうもそれとはちょっと若干違う傾向が

出ているということはありました。 

 なので、この後、もうちょっと介護のほう

もそこをよくよく精査して、事業所母体に差

があるのか、そして国が言っている報酬改定

の効果というのがちゃんと報酬に表れてい

るのか、やっぱり冒頭お話ししたとおり、な

かなか負担をかけづらいところもあるので、
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できるところまではやりますけれども、ある

程度のところまででこれからちょっと精査

をさせていただきたいなというふうに思っ

ています。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（福岡委員） 

 全ての事業所の全ての経営状況を知る必

要はないと思うんですけれども、やっぱりそ

の主要類型が今平均的にどうなっているか

ということはサンプリング調査で当然推計

できるはずなので、それはデータを持ってお

いて、少なくともばたばた倒れることが起こ

り出してからでは、施策を打ってもそれは間

に合わないので、危なさそうであれば一律に

一定の補助とか、そんなんじゃなくて、危険

なところ、危ないところに対して手厚く補助

をつけるとかいうことが混乱を招かないた

めに必要だと思いますので、それはちゃんと

調査をされて、施策を打たれるというのが正

しい姿ではないかと思いますので、よろしく

お願いします。 

（石渡部会長） 

 福岡委員、非常に現実的な御提案をいただ

きましたので、では行政としても御検討よろ

しくお願いいたします。 

 どうぞ、山下委員。 

（山下委員） 

 医師会の山下です。 

 地域包括センターの受託者のほうについ

てなんですけれども、東京蒼生会は今地域包

括センター２つ運営していて、３棟の予定だ

と思うんですけれども、大変実績があって、

この業務委託評価が高いというのが書かれ

てある。引き受けてくれたの大変ありがたい

ところだというふうには思います。 

 ただ、こちらを足して24包括のうち３事業

所を１法人が運営するような、その点に関し

て、今後同じようなことがあったら当然蒼生

会がまた出てくるというようなことも起こ

り得ると思うんですけれども、その点は今後

の指針が何かあるのか。 

 それに関連して、今回、内田病院さんはこ

の４月９日に契約の解除を申し出られたと

ころですけれども、内田病院さんが閉院され

ることは、行政はもっと前から把握していた

のではないかなという疑問があるので、それ

に対してお聞きしたい。 

 もう一点、認知症高齢者グループホームの

公募ですけれども、この新たな西新井の土

地、ＪＫＫの土地、1,500平米と、500、400

坪、これですが、これは今現在はどういう状

態になっていると。というのは、僕は今何か

公園か何かになっていて、そこに高齢者グル

ープホームを造るということになりますと、

周りの周辺住民との説明会とかは順調に進

んでいるのかどうか。あわせて、そこにでき

る建物ですね。その規模は何階とか、そうい

うのはどの程度の規模の建物を建てる予定

なのか。大体、450平米というと、50台以上の

車が止まれる駐車場と同じぐらいの土地、か

なり広い土地だと思うんですけれども、その

辺、確認を兼ねて教えてください。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 それでは、２点、まず受託者の変更を。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 包括の件で、高齢者施策推進室長、半貫か

らお答えさせていただきます。 

 まず、事業者、蒼生会今度３つになります

が、今後はプロポーザル方式で全て決めてい

くことになりますので、蒼生会が今後３つ、

４つ、５つと増えるということはちょっと今

のところ考えにくいかなというふうには考

えております。 
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 内田病院の閉院のことですけれども、４月

９日に法人の方と一緒に千住本町のセンタ

ー長も見えたんですが、センター長も解散、

包括がやめるという話を前日聞いたという

ふうに言っておりました。そういう状況です

ので、区のほうも９日に初めて聞いた。要は、

４月に６年度の契約を既に済ませておりま

すので、初めてのお話で大変びっくりしたと

ころです。 

（石渡部会長） 

 グループホームに関して。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 こちらの資料の中での２ページ目の地図

のほうにあるとおり、興野町住宅のこちら今

建て替えというか、取り壊しをやっている中

で、一部そういう施設を取り壊した後、跡地

というようなところを活用するということ

で、今現在は更地でございます。 

 こちらの土地についてのこの地域密着型

サービスでの公募をするということについ

ては、付近の住民の方への説明会について、

ＪＫＫと区で一緒に行って、ぜひその地域に

根づいたというか、地域住民も何かその施設

に入って使えるというか、活用できるような

ものを何かこの施設の中に作ってほしいと

いうような御意見はいただきましたが、特段

反対意見のようなものはいただいていない

状況でございます。 

 もう一つ、この土地の広さでどれぐらいの

規模、何階建てとかというところですけれど

も、こちらまだその建物の基本的な概要につ

いては、やはり公募で選ばれた事業者の計画

を見るという形になりますが、通常、グルー

プホームと小規模多機能型介護等の併設で

この土地の広さですと、２階か３階建てぐら

いの施設が一応想定されるのではないかな

と考えております。確かに土地が広いので、

駐車場もかなり広く取れるかなというよう

には今のところ想定はしております。 

（山下委員） 

 ありがとうございます。 

 50年間の定期借地権つきで、50％の賃貸料

を減額するという契約だということですけ

れども、それこそ先ほど福岡先生言ったよう

に、その経営がずっと50年間続く保障は全然

ないわけですけれども、そこが変わられた場

合とか、会社が変わられた場合に対しての対

策はいかがでしょうか。。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 今のところ、基本的には50年間経営をして

いただくということでの公募になっていま

すので、そういう突発的な事由がないとは言

い切れないですけれども、今現在は50年間は

やっていただくというのが公募の条件とな

っております。 

（山下委員） 

 分かりました。ありがとうございました。 

（石渡部会長） 

 どうぞ、福岡委員。 

（福岡委員） 

 今のグループホームの件に追加なんです

けれども、山下先生おっしゃるように土地と

ても広くて、450坪、200％で延べ床900ぐら

い建つと思うんですけれども、そうすると、

グループホームと小規模多機能ですと、かな

り容積が余る。土地があって、区が整備した

いのがこれとこれだから、これとこれでやれ

とか、そんなことだと思うんですけれども、

もっと自由にグループホーム含め何かしら

その法人が整備したいような、それは通所な

のか分かりませんし、ほかの施設かもしれま

せんけれども、含めた有効利用ということで

のことはなさらないんでしょうか。区として

はこれだからこれでやれよみたいな話だと
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思うんですけれども、もっと自由にいろんな

プロポーザルを受けるほうがいいんじゃな

いかなと思いますけれども、その辺いかがで

しょう。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 ちょっと説明が足りなくて大変申し訳な

かったんですけれども、一応今回のこの公募

の中身につきましては、グループホームにつ

いては３ユニット、定員27名分という形で募

集をかけているということと、併設する事業

以外に、提案事業、プロポーザルなので各事

業者さんからの提案を受けるというような

形を考えておりますが、その提案事業の中

で、事業者さんごとにこういったものを一緒

にやりますというような形のもの、それにつ

いては特段介護のサービスでないものであ

っても構わないというか、そこの制限はつけ

ていない形での提案事業という形で受ける

予定にしております。 

（福岡委員） 

 ありがとうございました。 

（石渡部会長） 

 大事な御指摘たくさんいただきましたけ

れども、私も最近参加したセミナーで、高齢

とか障がいとか子供とかの縦割りではなく

て、本当にそれを超えて地域に根差した御提

案みたいな、そして実践をやっているところ

なんかが地域をどんどん変えているように

思ったりしまして、やっぱり縦割りを越える

みたいなところでの何か提案なんかもぜひ

もっと広げてほしいなみたいに思ったりし

ました。すいません、意見です。 

 ほかに。 

 どうぞ、白石委員。 

（白石委員） 

 非常に基本的なことをお伺いしますが、今

年の４月から福祉部長、介護保険課長も、高

齢者施策推進室長も全部新しくなった。代わ

ったんですね。ところで、介護保険制度、介

護保険料についてはどういう引継ぎをした

んですか。 

（石渡部会長） 

 そんなに人員が変わっているんですね。じ

ゃ、このあたりを部長、ございましたらお願

いします。 

（千ヶ崎福祉部長） 

 では、福祉部長です。 

 委員御指摘のとおり、その実際メンバー大

分変わりました。 

 介護保険料については、皆さん御存じのと

おり、今回の本期の介護保険料、これ決定し

たわけでございますけれども、その中でやは

り今回、介護保険料が下がった、このことに

対して区として、どうやってケアをしていく

のか、ここが一番の課題だと。そして、この

制度自体がなかなかもう限界に近づいてい

るんではないか、根本的に見直さないといけ

ない時期に来ているんではないか、そういっ

たことを国に要望していく必要がある、こう

いったところも引継ぎを受けております。で

すので、この辺を引き続きよく見ながら次期

に向かって、まず今期をきちっと計画どおり

終わらせること、そして次期に向けての展望

を準備していくということ、この辺を進めて

まいりたいというふうに考えております。 

（石渡部会長） 

 どうぞ、お願いします。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 今、部長もお話ありましたが、今期、第９

期については介護保険料下がりました。来

期、介護保険料を抑えるためには、今後介護

予防事業、こちらに今まで以上に力を入れて
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いく必要があるということで、私、室長をや

っておりますが、先ほど高齢者地域包括ケア

推進課長もやっているということでお話し

させていただきましたが、まさしくこの課で

介護予防事業を取り組んでおりますので、力

を入れてやっていく、そういったことも引継

ぎとして前福祉部長からも受けております。

力を入れてやってまいりたいというふうに

思っております。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。 

 どうぞ、白石委員。 

（白石委員） 

 なんでこんなこと聞くかというと、私は介

護保険制度の立ち上げからずっと20数年、こ

の委員会にいるんですね。非常に困ること

は、計画を立てる課長、部長と計画を実施し

ていく課長、部長が変わっちゃうんです。あ

るときに、課長が変わったときに、課長に聞

いたらほとんど何も分からない。今回は、部

長が言うように、この長い介護保険制度の中

で初めて介護保険料が下がったんだよ。介護

保険料が下がったからって、介護に関わる人

が下がるのかといったら、下がりはしない、

今のところ。対象人数は増えていくし、そう

すると下げる理由はなかなか見つけにくい

んですね。前回の介護課長と福祉部長は、介

護予防に全力を挙げて介護に関わる人を少

なくすると、それが足立の目標ですよという

形だったんですね。それじゃ、介護課長、あ

なたになってから何と何が新しくなったん

でしょうか。 

（石渡部会長） 

 事務局、お願いします。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課です。 

 すいません。まだ今期始まってなので、大

変申し訳ありません。まだこれを新しくやっ

たという実績があるわけではないんですけ

れども、当然、介護保険課だけではなく、高

齢者施策推進室の３課ですね、高齢３課併せ

て、この第９期の３年間で介護予防事業の実

績を伸ばすような形で介護給付費の伸びを

押さえ、介護保険料が今後上昇を何とか抑え

ていくというような、そういう強い思いで事

業のほうは運営していきたいと考えており

ます。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（白石委員） 

 今、生産労働人口というのは少なくとも50

年以上下がり続けているんですよ。その小さ

くなったパイを世間一般で奪い合っている

わけ。その中で、介護に従事する人がほとん

ど手を挙げてくれない。こういう状況の中で

は、どうやったら介護にかかる人を少なくす

るのかということについてはもっと真剣に

考えないと大変なことになると。介護保険従

事者の年間給料というのはめちゃくちゃに

低いんですよ。一般が、去年ですと約450万

円ぐらいです、年俸。介護従事者は200万円

台なんだから、なる人いないんですよ。介護

も医療もそうですけれども、人的資源がなけ

ればどうにも動かない。そんな中で、どうし

たら今の介護保険料でやっていかれるのか

について真剣に考えてほしい。今すぐ答えを

出せといってもなかなか出ないでしょうか

ら、戻って担当者とよく話し合って、何とし

てもこの保険料を崩壊する、制度を崩壊させ

るわけにいかないんだから、そのためにはこ

の保険料であと３年間やらなくちゃいけな

いんだから、このことをしっかり考えて、ど

うしたらいいか、また後でいいですから、よ

く話し合ってみてください。 

（石渡部会長） 

 大事な御指摘をありがとうございます。 
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 どうぞ。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 貴重な御意見ありがとうございます。今、

高齢３課で見直しを図っております。また皆

様に御報告できる機会になりましたら御報

告をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（吉田委員） 

 区議会の吉田でございます。 

 私も２点ほど報告事項の中からちょっと、

先ほどいろいろお話があった地域包括支援

センターの契約解除と受託者変更という部

分について、ちょっと皆さんの議論を伺って

いて納得はしていたところなんですけれど

も、山下先生、倉田先生がいらっしゃる中で

大変恐縮なんですが、医療法人さんが閉院な

さるというのは相当な御決意だと思うんで

すね。それで、区に来られたのが４月９日で、

やはり４月９日付でホームページでもそう

いうお知らせが出ていたということなんで

すけれども、実際これプロポーザルを行っ

て、例えば事業者さんが変更になった場合、

先ほどからちょっと議論がありました引継

ぎ期間みたいなのというのは想定されてい

るんでしょうか。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 通常、契約が終わって、プロポで次の事業

者が選定された、そのときの引継ぎ期間とい

うのは３か月ということで設けております

が、今回法人も決めてということで、実質、

今月、今が１か月程度の引継ぎ期間となって

いるような状況です。そういったこともあり

ました。プロポですと本来でしたら全く人が

変わるんですが、今回は今まで寿英会であっ

た職員の方は、改めて東京蒼生会のほうに面

接をして雇用が結ばれております。センター

長が引き続きやっていただくということで

すので、その辺の地域の事情等は十分分かっ

ている方が残っていただけるということで

は少しほっとしてはいるところです。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（吉田委員） 

 分かりました。通常プロポの契約期間満了

前にこういう事態が起こるというのは、やは

り今後も可能性はゼロではないと思うので、

そうなった場合には、やはり今回のような内

田病院さんの、４か月前でしたけれども、も

っとせっぱ詰まった状態でそういう申入れ

がある可能も今後もあるんじゃないかなと。

そういう部分に関してのリスクに対してき

ちっと対応できる体制を私は取っておいた

ほうがいいのかなというの、これは意見で結

構でございます。 

 あともう一点なんですが、先ほどからやは

り御議論ありました物価高騰の支援に関し

てなんですけれども、今回、コロナの感染症

のときの支援と、それから今の物価高騰に対

する支援ということで御報告あるんですけ

れども、これ実際コロナのときはＰＣＲ検査

ということで、ただいろいろなその状況とい

うのはあったとは思うんですが、執行率から

いうとちょっと低かったのかなと。というこ

とは、区が予想していたことと現実は少し違

っていたのかなと思うんですね。 

 そういう中で、足立区は結構私は機動的に

様々な施策を優先順位を決めてどんどんや

っていく区だと私は思っているんですけれ

ども、実際このときに執行されなかった予算

というのが結構な金額であるんですけれど
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も、こういうものをそのときにもしかしたら

介護事業者さん、障がい者の事業者さん、い

ろいろなところは、ほかのところで支援して

ほしいという声も本当はあったんじゃない

かなというふうに思うんですね。ただ、コロ

ナのときは、今日ここにいらっしゃる皆さん

がそうなんですけれども、本当にばたばたし

ていて、本当に御苦労なさっていた時期なの

で、なかなかその辺細かい調査というのはで

きなかったかもしれないんですけれども、せ

っかく予算で確保したお金であるならば、や

はり有効に使っていただく、そういう機動的

な動きというのも、私は今後の感染症という

のも、これもリスクとしてはゼロではないと

思うので、こちらのほうも体制としてはしっ

かり過去を分析していただきながら組んで

いく必要があるのかなというふうに思うん

ですけれども、その辺について何か見解あっ

たら教えてください。 

（石渡部会長） 

 お願いします。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 こちらの執行率については、やはり最大と

いうところを見込んで、コロナだったので、

やはりどこまでというのがこちらも手探り

だったところもありまして、間違いなく足り

なくない金額という形で最初設定をさせて

いただいた結果、ちょっとこういった執行率

になっているところはあるかと思っており

ます。 

 今後については、やはり次にどのような形

の今回に似たような形の事態が起きるかと

いうのは当然予想はできないんですけれど

も、やはり今回いろいろとこちらも学ぶとこ

ろは多かったので、そちらについてはやはり

検証をして次回に生かしていくというとこ

ろが必要ではないかなと思っております。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（吉田委員） 

 最後に、コロナではないんですけれども、

物価高騰というのは本当に事業者さんにと

ってはコロナ以上に大変な事業者さんも多

いと思うんです。今日のいろいろな皆さんの

御議論にもあったんですけれども、都や国の

動向を注視してなんて言っていないで、区と

して本当に機動的に早めに手を打っていか

ないと、私は厳しい展開になっていきかねな

いと思うんですね。その辺は十分に庁内で議

論していただいて、打てる手は早めに打って

いただきたいなというのが、これは要望、意

見で結構ですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 大事な御指摘をありがとうございました。 

 ほかに何か今までの関連で御意見おあり

の方いらっしゃいますか。 

 お願いします。 

（酒井副部会長） 

 委員の酒井です。 

 内田病院の件、資料２なんですけれども、

ありまして、概要のところにこれまでの経過

が出ています。それで、運営母体の問題で解

散するということになったわけですけれど

も、どう考えても受託している地域包括支援

センターの業務というものに対して完全に

責任を無視した形の社員総会による解散決

定であることはもう明らかなんですね。それ

で、現時点でどういう内田病院と契約をして

いたかは分からないんですけれども、違約に

関してはこれは十分取れるというケースで

すから、明らかに損害というものもあります

し、請求をお願いしたいなというふうなこと

を考えます。 
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 なぜかというと、老朽化して、病院を壊す

ことになるわけです。資産ですね。とします

と、財産を清算に入っていきますので、債権

届していればそこから回収できます。したが

って、やはり違約、罰はしっかり取っていた

だきたいと。やはり、このような直前、契約

をしてすぐ直後に解散決議が社員総会でさ

れるような事態というものはちょっと異例

ですので、厳格に対処していただきたいとい

うふうに思います。意見です。 

（石渡部会長） 

 酒井副部会長、法律の御専門として貴重な

御意見をいただきましたが、ではぜひ今の意

見を生かしていただけたら。 

 どうぞ。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 契約の中にも損害賠償を求められる規定

もございます。今現在もその件につきまして

も寿英会のほうとお話進めておりますので、

しっかりと対応していきたいと考えており

ます。 

（石渡部会長） 

 では、よろしくお願いいたします。 

 あと、私も、ほかの自治体なんですけれど

も、指定管理者などでもう公募しても応募が

ないというようなことが結構起こってきて

いるので、本当に厳しいなと思いますので、

またよろしくお願いします。 

 それでは、今までの件に関してよろしいで

しょうか。 

 次に、障がい関連の報告事項がございます

ので、報告事項のほうを福祉センターの山本

所長さん、それから、６については絆づくり

担当課からお願いいたします。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 福祉部障がい福祉センターあしすと所長

の山本でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 報告事項の（５）、資料６となります。 

 件名は、令和５年度障がい福祉センター相

談事業の実施についてです。 

 実績の報告は、項番の１、自立生活支援室

と、後ほど出てまいります項番２の雇用支援

室と、この２つで分けて報告させていただき

ます。 

 それでは、項番１の自立生活支援室です。

生活を支援するための相談、様々な相談実績

についてですが、（１）障がい者に対する総

合相談は、この四角の表の令和５年度、合計、

一番下のところです。5,341件と前年より増

えております。コロナ禍後ということで相談

件数が増えていると分析してございます。 

 次のページになります。 

 イ、相談者の障がい種別です。肢体不自由、

知的障がい者、聴覚障がい者の順で多くなっ

ております。 

 真ん中ほどのウ、障がい者ケアマネジメン

ト相談の件数です。一般相談は、表の一番右

下にありますとおり、延べですが、626件と、

こちらも増えてございます。 

 次のページ、３ページ目になります。 

 (イ）計画相談になりますが、こちらは相

談者数、対応延べ件数も92人、344件と減っ

てございます。 

 下のほう、（２）補装具の相談・判定です。

相談件数は587件と増えております。また、

補装具の判定もやっておりますが、こちらも

88件と増えてございます。 

 次のページ、４ページ目です。（３）きこ

えの相談です。表の中にありますとおり、き

こえの相談件数、令和５年度は339件と前年

より100件以上増えております。これは、表

の下、米印にありますとおり、昨年度から障

がい福祉センター、西新井駅近くにあります

が、そこまで来れない方を対象とした地域包
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括支援センターで行っております出張きこ

えの相談を始めました。昨年度は14回ありま

して、33件実施いたしました。これらも含め

て件数が増えてございます。 

 ５ページは飛ばしまして、次の６ページ目

になります。 

 ウ、年齢別内訳は、80歳以上が半数以上と

なっております。 

 下のほう、エの聴力検査の結果です。中等

度が半数以上となっております。 

 この中等度は、次のページ、７ページの上

の表を御覧いただきたいと思います。状態が

中等度は、補聴器の使用の検討が望ましいレ

ベルということで、区でも高齢者補聴器購入

費費用助成事業の対象者としております。 

 ちなみに、表の下のほう、高度の状態、重

度の状態ですと、障害者手帳の申請も検討と

いうことになります。 

 同じ７ページの下のほう、（４）ピアサポ

ート相談は、同じ障がいがある方が自らの経

験を生かした相談を行うということで、令和

５年度は74件と、減となってございます。 

 次のページ、８ページ目になります。ここ

から項番の２、雇用支援室、就労に関する

様々な相談ということになります。四角い表

の一番右下です。令和５年度の合計、延べに

なりますが、１万3,352件となっております。 

 次のページ、９ページからが、これらの障

がい種別です。（２）アが身体障がいの方、

下のほう、イが知的障がいの方、次のページ、

10ページ目になります。ウ、精神障がいの方、

エ、障害者手帳の申請中などの方、オ、発達

障がいの方等になります。 

 次のページ、11ページ目です。 

 （４）の就労状況ですが、ア、こちらは一

般企業への障がい別の就労者になります。表

の一番右下、合計、令和５年度は延べになり

ますが、58件となっております。例年より増

えてございます。 

 同じ11ページの一番下、イ、就労先の業種

です。表の下になります。表の外になります

が、米印のところ、一番多いのはサービス業

が14人、農園関係が９人となっております。 

 次のページ、最終ページになります。12ペ

ージ目です。 

 （ア）就労者の年代別内訳ですが、20代の

方から60歳前の方まで幅広い方々が就労に

つながっております。 

 私からは以上でございます。 

（會田絆づくり担当課長） 

 絆づくり担当課長です。 

 では、続きまして、資料７に基づきまして、

孤立ゼロプロジェクト推進活動の令和６年

度の新たな取り組み及びこれまでの実施状

況について、絆づくり担当課長の會田から御

説明いたします。 

 まず、１番につきましては概要ですけれど

も、平成25年の１月から取り組んでおりまし

て、もう11年目に突入いたしました。今回、

新しくキャラクターも変えたり、イメージを

一新して新たなスタートを切っております。 

 お手元にパンフレットのほう、またリーフ

レットをお配りいたしましたけれども、これ

までは少し昭和感が漂っていた絵柄だった

んですけれども、それを少し今風にアレンジ

をいたしまして、新たなスタートを切ってご

ざいます。 

 項番２です。６年度の新たな取組ですけれ

ども、まず町会・自治会による高齢者実態調

査については引き続き多くの調査を行って

いただきたいので、ただ、きっかけづくりと

いたしまして、何か手土産的なものというこ

とで、タオル等の物品を今回グッズとして追

加させていただきました。のし紙には包括の

連絡先等、こちらを載せてございます。 

 （２）熱中症やヒートショックの予防とい
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うことで、年に２回、夏と冬に出しておりま

す「絆づくり通信」でも注意喚起いたします

が、イに書かせていただきました、包括の高

齢者を訪問したときに、エアコンをつけてい

ない御家庭をよく見かけます。暑さを感じな

いところもございますので、そういったとこ

ろを防ぐためにデジタル温・湿度計を御用意

させていただきまして、数字だけではなく

て、音や、顔が書いてありまして、にこにこ

マークから悲しい顔になったりするような

形で、それでも分かるようなものをつけてご

ざいます。 

 また、見守り活動していただく方について

も、暑さ対策といたしまして、ハンディファ

ンや保冷バッグを今回御用意いたしました。 

 （３）が中学・高校への連携ですけれども、

昨年度から青井高校と連携をしてスマホ教

室や清掃活動をやっていただいております。

この取組を区内のほかの高等学校、またでき

れば中学校のボランティア部などにも広げ

て、少し若い世代の参加を促進していきたい

と思います。 

 （４）事業の周知の強化ですけれども、今

回、孤立ゼロプロジェクトのＰＲ動画と気づ

きのポイントの動画を２種類作りまして、デ

ジタルサイネージ等で放映をしているとこ

ろでございます。放映場所については次のペ

ージになりますが、北千住駅をはじめとした

駅前のデジタルサイネージ、それから、地域

学習センター等のサイネージでも放映をし

ております。７月８日からは北千住西口の大

型ビジョン、あだちスマイルビジョンでも放

映をさせていただいております。お寄りにな

ったら御覧いただければと思います。また、

ＱＲコードを添付してございますので、御自

分の携帯からも後ほど御覧いただければと

思います。 

 項番の３です。高齢者実態調査の結果です

けれども、令和５年度は36団体に2,262世帯

の調査を行っていただきました。 

 （３）のグラフを見ていただくと分かると

おり、コロナ禍で非常にできない時期が続き

ましたけれども、少しずつ今増えているとこ

ろでございまして、今年度はコロナ前の

5,000世帯を目指して取り組んでいるところ

です。 

 （４）の実施回数別の団体数ですが、多い

ところでは毎年のようにやっていただいて

おりまして、17回というところが１団体ござ

います。 

 結果につきましては、（５）です。記載の

とおり、Ａ、Ｂ、Ｃの方がおそれがあるとい

うところで、不安のある世帯が残ってござい

ます。 

 次のページ、（６）で、そこのＡ、Ｂ、Ｃ

の方たちについては地域包括のほうで再訪

問をして地域社会につなげていただいてお

ります。これまで５万2,000世帯を調査いた

しまして、そのうちの5,000世帯について地

域社会につなげていただいております。 

 この表の右下のところで、地域包括支援セ

ンターにより状況確認中621世帯というのが

まだ残ってございますので、引き続き訪問調

査をしていきたいと思います。 

 項番の４です。わがまちの孤立ゼロプロジ

ェクトの実施状況です。こちらは、町会・自

治会が独自に自ら行う見守り活動ですけれ

ども、現在、６年の３月末で110団体という

ことで、昨年度６団体増えましたが、１団体

辞退がありましたので、５団体の増で110団

体となっています。 

 次のページに、（２）として実施内容を記

載してございます。 

 項番の５です。絆のあんしん協力員、こち

らは登録者数につきましては年々増えたり

減ったりはしておりますけれども、1,100人
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をキープするような形で令和６年度は伸び

ている状況でございます。 

 また、絆のあんしん協力機関につきまして

は、年々事業者の協力をいただきまして右肩

上がりで伸びているところで、地域の見守り

の目を増やしているところでございます。 

 次のページからは資料といたしまして、各

町会・自治会による実態調査の資料をつけて

ございます。 

 私からは以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 障がい関連と孤立ゼロについて御説明を

いただきましたが、委員の皆様、何か。 

 どうぞ。 

（しぶや委員） 

 区議会議員のしぶやでございます。 

 １点だけ、孤立ゼロプロジェクトについて

なんですけれども、中学校・高校、学校との

連携というところで、非常に若い世代の方々

に向けての周知強化をしてくださるという

ところで大変にありがたいなと思っており

ます。 

 ただ、やっぱり、私も絆のあんしんの１人

として、協力員の１人として、やっぱりまだ

まだ全然若者世代への周知が足りないとい

うところで、中学、高校はいいんですけれど

も、やっぱり６大学足立区ありますので、ぜ

ひとも大学との連携強化も図っていただき

たいと思いますし、あとはやっぱり若者テラ

スのSODAの相談窓口もあるんですけれども、

そういったところ、業種が幾ら違うとはい

え、やっぱりそういったところに寄り添って

くれる相談の方々、そういったコーディネー

ターの方々いるので、しっかりそういったと

ころとも連携を取って、足立の孤立ゼロプロ

ジェクトについてはもう少し若い世代に対

して、やっぱりそういったところを興味関心

を持ってもらうことがいろいろな場面にお

いて大切かなと思いますので、そこの辺の連

携をしっかり取っていただきたいなと思い

ますので、よろしくお願いします。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（會田絆づくり担当課長） 

 絆づくり担当課長です。 

 委員、いつも協力員として御協力ありがと

うございます。引き続き、今委員がおっしゃ

った団体について、関係機関とも連携しなが

ら、関係庁内の所管とも連携して、あらゆる

ジャンルから幅広くＰＲのほうをしていき

たいと思います。 

（石渡部会長） 

 若い世代の協力をということで、大事な御

意見いただきました。 

 ほかに何か。 

 どうぞ、横田委員。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 雇用相談室のところでちょっと質問した

いんですが、相談件数が非常に増えていて、

１万3,352人ということで非常に多い数にな

っていますけれども、その相談の内容なんで

すけれども、その人の状況によっては、就労

訓練ですとかＡ型、Ｂ型とかありますけれど

も、一般企業に就職する方も非常に58人とい

うことで増えているということなんですけ

れども、やはり民間でも出ても法定雇用率が

上がっている中で、やっぱり求人を出されて

いる会社というのは増えているのかどうか

ということが１つ。 

 そして、やはり私が今相談を受けている方

が１人いらっしゃるんですが、発達障がいの

３級の方なんですね。スーパーのお総菜を作

るところで働いているんですけれども、やは

り障がい３級を持っているということで、職
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場の店長ですとかビープラスの方は御理解

いただいていても、実際に働く現場ではパー

トの方たちが入れ替わり立ち替わり働いて

いらっしゃるということで、そこまでなかな

かこの合理的な配慮というのがなかなか伝

わらないという部分で、一緒に働いている方

に何でできないのと言われたりとか、ちょっ

と迷惑そうにされたりとか、そういったこと

がやっぱりあるということなんですね。 

 やはり、あしすとにつなぎましたけれど

も、やはり社会全体がまだまだそういった障

がい者の受入れ、合理的な配慮の観点が抜け

ているということでつらい目に遭っている

という状況なども私も聞いておりますので、

その辺で、今年の４月からまた合理的配慮の

事業者の義務化ということも言われており

ますので、何かキャンペーンですとか、そう

いった啓発的なことも一緒に進めていって

いただきたいということもお願いして、意見

ですが、よろしくお願いします。 

（石渡部会長） 

 お願いします。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長、山本でございま

す。御質問ありがとうございます。 

 まず、相談件数１万3,000件、延べですの

で大変多いんですが、匿名の方もいらっしゃ

いますので、おおよそ2,000人ぐらいの方が

継続相談等も含めて１万3,000件に積み上が

っているのかなと思っております。その内訳

は、やはりお仕事をしたい、お仕事をする場

合どうすればよいのかという方もいらっし

ゃれば、現在お仕事をしている方、私どもは

定着支援と呼んでおりますが、お仕事をして

いる方で、先ほどスーパーの事例もございま

した。ちょっとコミュニケーションで悩んで

いるとか、辞めたいとか、そういった相談も

含まれてこのような１万3,000件となってご

ざいます。 

 そして、２番目の求人です。先生おっしゃ

るとおり、法定雇用率、40人以上の従業員が

いるところは2.5％、年々上がっていくとこ

ろですが、今年度は2.5％が法定雇用率とな

っておりますので、ただ求人が増えているか

どうか、ちょっとすみません。増えていると

いう予想もできますけれども、すみません。

エビデンスは持ってございません。 

 ３点目、具体的な事例がございました。先

ほど申し上げた定着支援の部類になります。

私どもは、やはり相談とか不安定な状況にあ

りますと、会社訪問もやったりして何とか就

労が継続できるようにやっております。 

 求人をしている企業の方は、人事担当の方

は一生懸命障がい者の就労に向けて御意見

いただきますが、やはり現場の同僚の方々と

かは、おっしゃるとおり合理的な配慮という

ところは私どもも周知、普及していかなけれ

ばいけないんですけれども、そういった現場

のところにも話合いに行ったり、同行して就

労が継続できるように支援等も行っている

ところでございます。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（長門障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長、長門と申します。よろし

くお願いいたします。 

 合理的配慮の部分につきましては、今障が

い福祉課、また障がい援護課が今年からでき

ました。民間事業所への義務化が今年の４月

からされましたので、どういった形での研修

等の方法がいいのか、どういった業態へのア

プローチをしていくのかというのを今検討

を進めているところでございますので、その

中でそういった民間事業所への啓発も図っ

ていきたいと考えているところでございま

す。 
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（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 合理的配慮なんかに関しては、結構教育委

員会が人権教育等の観点で何かその民間企

業にもアプローチしたりみたいなことをや

っていたりするところが何か成果を上げて

いたりするのをちょっと拝見したりしたん

ですけれども、何かいろんなアプローチの仕

方があるかと思うんですが、よろしくお願い

します。 

 ほかに何かお気づきの……。 

 どうぞ。 

（鵜沢委員） 

 介護サービス事業者連絡協議会の鵜沢で

す。 

 資料６ですね。２ページ目、障がい者ケア

マネジメント、毎回この資料が出るたびに思

うんですけれども、３ページ、（イ）の計画

相談ですね。３、４、５年度にわたって相談

支援、成人、児童が出ていますが、数字、今

現在障がいサービスを使っている方たちの

総数に対して計画相談がどの程度の割合で

ついていて、恐らくこれ制度上なかなか報酬

の問題があるので、相談支援の担い手、事業

所も人も少ないという実態は十分把握、承知

はしているんですけれども、やはり障がい者

ケアマネジメントを担う相談支援専門員が

ついていないことによるサービスの低下と

いうか、不十分さというのは実際問題あるか

と思っています。 

 そのことについて、今後増えないことはも

うしようがないと。しようがないというわけ

じゃないんでしょうけれども、積極的に増や

していこうというふうに、例えば国が決める

報酬以外の何かサポートを区としても考え

るのか、そういったところのお考えをちょっ

とお聞かせいただけたらというふうに思い

ます。 

（石渡部会長） 

 お願いします。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長、山本でございま

す。 

 御指摘ありがとうございます。不十分な点

につきましては、職員のスキル向上等を図っ

て十分な計画相談や対応ができますようや

ってまいりたいと思います。 

 確かに、相談の件数が減ってきているとこ

ろはございます。分析としては、訓練等の事

業者さんが増えてきていますので、ここにあ

る数字はあくまで障がい福祉センターだけ

の数字ですので、障がい福祉センターで訓練

をするという、望む数字が減って民間さんの

ほうで増えているのかなと理解しておりま

す。 

 ただ、障がい福祉センターも、障がい者の

方の支援ということでは、数のほうは増やし

ていきたいと思っております。具体的に目指

していますのは、ひきこもりと言っていいの

か、御自宅にずっといてどこともつながって

いない障がい者の方とかいらっしゃいまし

たら、訪問なりして御本人の望みとか、どう

いうものがあるか、それらを聞き出しながら

訓練とか外出とか、そういったことにつなげ

られないかというような取組は考えてござ

います。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（鵜沢委員） 

 そういったひきこもりの問題、高齢者のほ

うにも同じような問題があると思います。例

えば、高齢者のほうでしたら、そこにアプロ

ーチをかけるのが地域包括支援センターで

あったり、契約を結んでいるケアマネジャー

だったりという、そういう存在がどうしても

障がい分野のまだ人材として、仕組みとして
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足りない部分があるのかなというふうに感

じております。 

 というのも、うち、例えばうちの事業所で

訪問介護、在宅介護をやっているわけですけ

れども、直接御本人からヘルパーさんこんな

ふうにつけたいんだけれどもということを

ようやく聞き出せるような方が、自分で電話

したのに、聞くとやっぱり相談支援がついて

いないから、やっぱり福祉事業所さんのほう

からじゃ自分で探してくれと言われて、とに

かく片っ端から電話をかけているんだけれ

ども、なかなか自分のこともうまく説明でき

ないような方に対して事業所と直接やり取

りの中でヘルパーさんが必要な支援がマネ

ジメントできて必要なサービスがつけられ

るということは結構厳しいよなと思ってい

るものですから、そういった意味で相談支援

活動が望ましいのかなというのが、期待も込

めてそのまた対応をお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 大変大事な御指摘ありがとうございまし

た。 

 今度の報酬改定で事業者同士の連携とか

専門性の高い相談員みたいなのがうまく機

能してくれるとというような、地域によって

は御相談がいかに活性化するかという検討

をしているかと思いますので、ぜひ民間の相

談状況なども御報告いただけるといいのか

なと改めて思いましたが、ありがとうござい

ます。 

 今、相談関連のことでも出たんですが、今

日からということで、なかなか発言しにくい

ところもあったりするのかなと思うんです

けれども、小鮒委員なんかは何かお気づきの

ことあったらぜひお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。感想でも結構ですの

で。 

（小鮒委員） 

 相談の今窓口のところあるんですけれど

も、確かに皆さん自分で調べてなかなかどう

いう相談をしていいかって分からない方た

ちすごいいらっしゃると思うので、もう少し

この今ＬＩＮＥですとか、いろいろ新しいチ

ャンネルが出ていますので、いろんなそうい

うＳＮＳを活用しての相談窓口というのは

つくっていただきたいなと思っています。特

に、ひきこもり家族いますので、そういった

家族は、家族がいればいいんですけれども、

家族がいないひきこもりで１人の方もいら

っしゃるので、そういう方はＳＮＳに頼るし

かないと思うので、そういったところも観点

のっていろいろ窓口を広げていただけると

いうことをしていただけるとうれしいです。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 加藤委員、情報保障なんかも関連して、相

談が難しいみたいなのもあるかなと思うん

ですけれども、何かお気づきのことあったら

お願いいたします。 

（加藤委員） 

 足立区ろう者協会、加藤です。 

 聾者の人、聾者のやっぱりコミュニケーシ

ョンに関するいろんな日本語が十分に分か

らない。手話と日本語と関連づけられない。

手話を見ては分かるんですけれども、なかな

か日本語と結びつかない。例えば、日本語は

書かれた文章を見ても十分に理解ができな

い。聞こえる人がそういうことで困って、だ

から、自分で決めていろんなところに相談と

いうのは難しいと思う。例えばイラストみた

いので書くとか、ちょっと見れば分かりま

す。聾者の文化、聞こえる人の文化というの

は本当に違うんですね。そういう相談を聞こ

える人は分かってくれない。自分たちに情報
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が入らないという相談を受けることがあり、

私だけでの支援は無理ですね。やはり行政の

支援が必要です。頭が悪いということじゃな

いんですね。言語としての理解ができない。

だから、そういうところも理解していただい

ての支援が必要です。言葉の壁というのは本

当になかなか破壊できない部分で、私も一般

会社に入っていましたが、いろんなことが、

一生懸命筆談で時間かかりますね。本当にコ

ミュニケーションとして通じるまで、文章で

３年、４年かかったわけです。 

 合理的配慮、今まではそんなことがなかっ

たわけですね。だから、会社がどのように経

営するのか、今難しいですね。なかなかコミ

ュニケーションが、きちっと通じれば聞こえ

るが、聾者はコミュニケーションできない。

もう耳が聞こえないんだったらもういいや

というふうになってしまう。聞こえる人のほ

うから積極的にアプローチ、いわゆる合理的

配慮をしてくれれば十分に発揮できるもの、

もういいやというふうになってしまうとこ

ろで、そういう事例はたくさんある。特に、

病院など、手話通訳、きちんと手話通訳され、

きちんと手話通訳者が医者の言葉をきちん

と伝える。だから、例えば意思疎通の面でき

ちんと手話通訳者がいれば、でも手話通訳者

も足りないし、なかなか通じないことが多か

ったんですけれども、今でもまだそれでも言

葉の壁があるわけですね。まだまだ社会、聾

者はマイノリティーですので、あ、聞こえな

いというわけではなくて、言葉ということの

壁があるんだと理解して、そんなことを話せ

ば長くなってしまう。言葉の壁があること、

あとコミュニケーションが難しいこと、この

２点を理解していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。行政の人にも特によろ

しくお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 加藤委員、ありがとうございました。 

 先週ですけれども、最高裁判所で優生保護

法裁判の判決が出て、そこまで踏み込んでく

れたかと私たちは非常に感激をしているが、

あのときも手話で裁判官に訴える方なんか

がすごく大きな意味を持ったみたいなこと

なども言われていますので、ぜひ壁を乗り越

えるみたいなところに御協力をいただけれ

ばと思いました。ありがとうございます。 

 あと、蔵津委員、何かお気づきのことがあ

ればお願いします。 

（蔵津委員） 

 足立区肢体不自由児者父母の会の蔵津で

す。 

 この相談なんですけれども、１番の。新規

相談で、継続相談が全然減っていないんです

けれども、これは解決というか、全然この答

えが出ないんでしょうか。その相談内容が。 

 それと、あと装具があしすとでできるとこ

こに書いてあるんですけれども、装具はあし

すとさんでできるんですけれども、車椅子の

ほうなんですけれども、座位保持装置がつい

ている車椅子というのは東京都に行かない

と判定がされないんですけれども、そうする

と、高齢のお母さん方が障がいの子を連れて

東京都まで行くというのがすごく大変なの

で、座位保持装置がついているのもあしすと

でできるといいなと思っておるんですけれ

ども、よろしくお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 お願いします。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長、山本です。あり

がとうございます。 

 まず、新規相談、継続相談の関係です。継

続相談は、やはり何か手続を進めていくと

か、御本人の状況を何度か繰り返し聞いてい

くということで回数が増えてございますが、
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年度内に解決しないものもございますが、大

概は解決に向けて相談が進んでいる状況で

ございます。 

 次に、補装具の関係です。車椅子の関係で

は御不便をおかけして申し訳ありませんが、

引き続き東京都のほうと可能になるかどう

かは別として協議等をさせてもらえばと思

っております。 

 以上でございます。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、あと山中先生、何か。 

（山中副部会長） 

 ありがとうございます。山中です。 

 本日、共通の認識として、非常に厳しい経

済状況、それから人材確保が難しいという状

況で、私が関与しているところでは、地域密

着型サービスの選定というところで関わら

せていただいていますけれども、２年間手挙

げが全然ないという状況でした。 

 今年度は、公有地を活用されるというのは

大変適切な対応かなというふうに思ってい

ますが、区全体で見ますとまだ全然足りない

状況にあります。区の管轄する部署を超え

て、今後のその計画についてぜひとも検討い

ただければというふうに思いました。 

 あと、介護保険の財政が非常に限られてい

ますので、地域密着型サービスを増やせば増

やすだけ財政的にはマイナスになってくる

というような事情があるので、非常に難しい

かじ取りをすることになると思いますけれ

ども、この辺を区のほうでしっかり検討して

いただきたいなというふうに思いました。よ

ろしくお願いします。 

（石渡部会長） 

 大事な御指摘ありがとうございました。 

 あと、この「足立区障がい者計画・わかり

やすい版」の御説明をお願いします。 

（長門障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長、長門から説明をさせてい

ただきます。 

 今回、計画をつくった際には、ひと、くら

し、まち、区（行財政）ということで、区の

基本構想、基本計画の中にある４つの視点の

ほうから各柱、施策、また事務事業というふ

うに落とし込みをしております。冊子的には

こういうかなりちょっと分厚い形のものに

なりますので、今回初めて分かりやすい版と

いうものを作成してみました。その中の、開

いていただいて、先ほど今お話ししたひと、

まち、区（行財政）、右側の部分にくらしと

いうことで記載をさせていただいておりま

す。 

 ひとの部分でいうと、障がい福祉を担う人

材の育成、またその２としては障がいの理解

と差別解消への取組ということを柱とさせ

ていただいております。 

 同じくまちの部分では、安全・安心なまち

づくりの実現、その２としてはユニバーサル

デザインの考え方に基づくまちづくりの推

進。 

 行政としては、その１として精神保健医療

体制の整備とか、その２として子ども、若者

の権利が守られる社会づくりということで

掲げております。 

 右側の部分、くらしの部分についてはその

１からその８ということで、幼児期からの青

少年期までの切れ目のない支援から、その８

の障がい者の住まいについてという８の施

策を掲載させていただいております。 

 最終のページで、ここが今回のポイントの

部分になってくるかなと思うんですが、この

計画を進めていくことでどう変わっていく

のかということを示させていただいている

ところでございます。左の部分が変えていく

こと、真ん中の部分が今現在で、これについ
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ては令和４年度末の実績の数値、３年後の目

標数値を一番右に記載しているところでご

ざいます。例えば、１番でいいますと、一番

上なんですが、入所している人が地域に戻る

数を増やしますというところで、これを14人

から18人に増やしていく。施設で暮らす人の

人数を減らしますということで、605人から

590人というような形で、以下７つの指標の

ほうを記載させていただいているところで

ございます。３年後、こういった形を実現で

きるように、障がい福祉課、また福祉部全体

を挙げて取り組んでまいりたいということ

で計画を策定しておりますので、３年間また

この計画に基づいてしっかり施策のほうを

展開していきたいというふうに考えている

ところでございます。 

 以上になります。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 失礼しました。戸部委員、今日初めてでい

らっしゃったんですけれども、すいません。

何かあればぜひ一言お願いできたらと思い

ますが。 

（戸部委員） 

 いや、特に。 

（石渡部会長） 

 よろしいですか。じゃ、また今後よろしく

お願いいたします。 

 あと、全体を通して何かこのことを言いそ

びれていたという委員の方とかいらっしゃ

いますでしょうか。 

 それでは、今日も貴重な御意見たくさんい

ただきまして、今日予定していたテーマにつ

いては全て終了いたしましたので、事務局に

バトンタッチをさせて、どうもありがとうご

ざいました。 

（事務局） 

 部会長、どうもありがとうございました。 

 本日は、皆様お忙しい中、長時間にわたり

御審議いただきましてありがとうございま

した。 

 今後の予定ですが、７月31日に地域福祉推

進協議会、11月５日に第２回介護保険・障が

い福祉専門部会の開催を予定しております。 

 最後になりますが、本日お車でお越しいた

だいた委員の方には駐車券の御用意がござ

いますので、出口付近におります事務局職員

からお受け取りいただければと存じます。 

 それでは、本日の専門部会を終了させてい

ただきます。 

 誠にありがとうございました。 

 


